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特集① 『やすらぎ工房』（就労継続支援B型）のご紹介

Q．やすらぎ工房はどんなことをしているの？

A．快復途上の精神障がいの方や知的障がいの方が

通所して、事業所内で軽作業や施設外での作業をした

り、ゆっくりと体を休めたり、就労に向けた準備をしたり、

友人をつくったりなどの環境を整えること・お手伝いする

ことを目的としています。事業所では「居場所」と「就労

を目ざすための場」の両立に力を入れています。

Q．利用方法は？

A．障害福祉課にて、どんな過ごし方をしたいかなどを踏

まえB型事業所（福祉サービス）の利用をしたいこと

を相談します。初めて利用する場合は、計画相談事

業所との面接・聞き取りが行われたあと、サービス利

用の計画が市に提出されます。それにより、障害福

祉サービス受給者証が発行され、利用できる準備が

整います。利用までに、見学や体験をして雰囲気や

ご自身が望む過ごし方に合っているか見るのが◎

見学・体験はいつでも大歓迎です。Q．利用料はかかるの？

A．前年の世帯所得の額により上限9,300円/月の利

用料がかかる場合がありますが、ほとんどの方が

自己負担額なしで利用できます。やすらぎ工房では

昼食利用の方は100円の実費負担、送迎を利用

の方は片道50円の送迎利用料の実費負担をいた

だいています。

Q．利用人数は？

A．定員は20名です。昨年度の１日平均利用者数は、

17名です。245日開所したので、年間延べ4,156人の

利用です。

Q．利用者の比率は？（2021.3.31現在）

A．男性 86％、女性 14％

精神 59％、知的 42％、身体 9％（障がいは重複あり）

Q．職員は何名ですか？

A．常勤５名、非常勤1名の６名です。

Q．運営の財源基盤は？

A．国や自治体から支給される、１日の利用人数に

応じて計算される「訓練等給付費」により運営さ

れています。作業で得た収入は、利用者の工賃

などでほぼ全額支出されます。

Q．軽作業で得られる利用者の収入は？

A．時給180～400円で計算された工賃（夏・冬ボー

ナスあり）が作業月翌月５日に支給されます。作

業時間は10時～15時（午前午後各２０分休憩・

昼60分休憩あり）で約３．１時間です。その日の

体調に合わせて作業を１クールごとに休むことも

可能です。

時給としてはまだまだ低く、工賃向上が課題であり、

奮闘中です。

Q．やすらぎ工房利用後は？

A．やすらぎ工房の利用年数に制限はありません。ご

自身のペースで活動され、就職していかれる方・Ａ

型事業所へ行かれるかた・６５歳を超えて介護保

険へ移行されるかたなど様々です。

現在、就労を目ざして利用を希望される方が多く、

年に約２名の方が就職されています。就職先は工

場関係が一番多いですが、そのほかに事務職や

接客などのお仕事につかれている方もいます。

就労後は定着の支援もしています。（右ページ掲載）

Q．どんな作業がありますか？

A．事業所内の軽作業は、金物製品の組立や検品、自動車部品の組立や検品、換気扇製品の組立やパッケージ、

紙袋製品の組立やパッケージ、草刈製品の組立、段ボール資材の組立など様々なものがあります。適性や

納期などを踏まえて毎日作業準備が行われます。施設外作業は、物流倉庫での箱詰め作業・市役所内での

事務系作業・農場での収穫作業・リサイクル製品の拭き上げ、梱包作業など計４か所の施設外作業に参加し

ています。施設外作業に参加するのには条件があります。週に４日以上通所できて、１日の中で休まずに作

業に参加できていることです。そして、就職を目ざしている方には積極的に施設外作業には参加してもらって

います。事業所内の作業時間よりも長いこと、事業所以外の方とのかかわりがあることなどから、体力の向上

やコミュニケーション関係の強化にも有効です。大変なこともたくさんありますが、参加者の皆さんは本当に

大活躍中です。

６月の予定

・第１月曜日 訪問散髪

・第２・４金曜日 訪問歯科治療

・6/25 昼食づくり（参加対象者）

７月の予定

・第１月曜日 訪問散髪

・第２・４金曜日 訪問歯科治療

・日付未定 土曜開所

今年度のやすらぎニュース（年６回）の巻頭は、第１回：やすらぎ工房の紹介 第２回：事業所内作業Part1

第３回：事業所内作業Part2 第４回：事業所内作業Part３ 第５回：施設外作業 第６回：１年のまとめを掲載して

いきます。

こんなこともしてるんだ～と、楽しんでもらえたり、発見してもらえると嬉しいです。

-ぜひ！ご賞味ください-

今年度も、「島原そうめん」の委託販売を

行います。

島原そうめんの特徴は、そうめんがのび

にくく、コシが強いといわれています。つるん

とのど越しが良く、コシが強いので温かいレ

シピにもお勧めです。

お中元に、おうちでのお料理に、ぜひ島

原そうめんはいかがでしょうか？？！

どうぞ、よろしくお願いいたします。

販売で得られる差益は、利用者さんの収

入へ還元をいたします。

６・７月の予定です。

特集② 『やすらぎ工房』（就労定着支援）のご紹介

Q．利用人数は？

A．定員は10名です。現在の登録者は３名です。
Q．就労定着支援はどんなことをしているの？

A．就職して半年経過してから、最大３年間利用するこ

とができます。障がいのある方の就労や、就労に

伴って生じている生活面での課題を解決し、長く働

き続けられるようにサポートするサービスです。

月に１回～企業やご自宅を訪問して面談をおこな

います。そこで課題や目標を具体化し、仕事や

日々の生活に活かしてもらえるようにアドバイスを

行います。また、適正と仕事がマッチしていない場

合、新たな仕事へつなげるお手伝いも行います。

Q．利用料はかかるの？

A．B型事業と同じく、前年の世帯所得の額により上限

9,300円/月の利用料がかかる場合があります。

就労し、上限額が発生したという事は、それだけ

お仕事を頑張られて収入が上がったことを意味して

います。

Q．利用者の比率は？（2021.3.31現在）

A．男性 100％、女性 0％、 精神 67％、知的 33％

Q．職員は何名ですか？

A．B型事業所と兼務で常勤２名が携わっています。

Q．運営の財源基盤は？

A．B型事業と同じく、国や自治体から支給される、「訓練等給付

費」により運営されています。

Q．就労継続状況は？

A．就労継続率…1年未満：100％、１～２年：60％、

２～３年：45％、３年以上：27％

３年目の壁が立ちはだかっています。一概には言えませんが、

ここを乗り越えたときに、面白さが広がるという話も聞きます。


